
                                          福井市工事施工管理基準 新旧対照表                             （下線部は改正箇所） 

新旧  出来形管理-1 

 

改正（令和２年１０月版） 平成３１年４月版 

Ⅰ 出来形管理基準及び規格値 

 

  第1編 共通編          

     具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第1編  共通編を準用する。 

 

  第3編 土木工事共通編      

     具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第3編 土木工事共通編を準用する。 

 

  第4編 港湾編          〔 変 更 な し 〕 

 

第5編 河川編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第6編 河川編を準用する。 

 

第6編 河川海岸編        

 具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第7編 河川砂防編を準用する。 

 

第7編 砂防編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第8編 砂防編を準用する。 

 

第8編 ダム編          

 具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格値』

の第9編 ダム編を準用する。 

 

 第9編  道路編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（令和2年4月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第10編 道路編を準用する。 

 

  第10編 農地編                    〔 変 更 な し 〕 

 

  第11編 公園緑地編                〔 変 更 な し 〕 

 

   第12編 下水道編                  ※変更箇所を別途記載。 

 

  第13編 漁港漁場編                〔 変 更 な し 〕 

 

  第14編 上水道編                  〔 変 更 な し 〕 

 

Ⅰ 出来形管理基準及び規格値 

 

  第1編 共通編          

     具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第1編  共通編を準用する。 

 

  第3編 土木工事共通編      

     具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第3編 土木工事共通編を準用する。 

 

  第4編 港湾編                    〔 略 〕 

 

第5編 河川編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第6編 河川編を準用する。 

 

第6編 河川海岸編        

 具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第7編 河川砂防編を準用する。 

 

第7編 砂防編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第8編 砂防編を準用する。 

 

第8編 ダム編          

 具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成 30 年 4 月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第9編 ダム編を準用する。 

 

 第9編  道路編          

具体的内容は福井県土木部の『土木工事施工管理基準』（平成30年4月）中、『出来形管理基準および規格

値』の第10編 道路編を準用する。 

 

  第10編 農地編                    〔 略 〕 

 

  第11編 公園緑地編                〔 略 〕 

 

   第12編 下水道編                  ※変更箇所を別途記載。 

 

 第13編 漁港漁場編                〔 略 〕 

 

  第14編 上水道編                  〔 略 〕 

 



                                          福井市工事施工管理基準 新旧対照表                             （下線部は改正箇所） 

新旧  出来形管理-2 

 

改正（令和２年１０月版） 平成３１年４月版 
                                     〔 削    除 〕 

 

  第15編 森林編                    〔 変 更 な し 〕 

  

  第16編 集落排水編                〔 変 更 な し 〕 

 

   第17編  建築編          〔 変 更 な し 〕 

 

  第15編 ガス編                    〔 略 〕 

 

  第16編 森林編                    〔 略 〕 

 

  第17編 集落排水編                〔 略 〕 

 

   第18編  建築編          〔 略 〕 

 

 



 

新旧 出来形管理－3 

出来形管理基準及び規格値（新旧対照表） 単位：㎜ 

 令和２年１０月版 平成３１年４月版 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 
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基 準 高 ▽ ±30 測点毎。 

 

 
基 準 高 ▽ ±30 測点毎。 

 

 

総 延 長 －0 総 延 長 －0 

継手接合 
 第14編１－５－５管布設工に準ずる。 

継手接合 
 第14編１－５－５管布設工（ダクタイ

ル鋳鉄管（継手接合））に準ずる。 

気密（真空）試験 
 JSWAS K-14参考資料3.2.9に準ずる。 

〔新規追加〕 
  

水圧試験 

 第14編１－12通水試験工に準ずる。 

水圧試験 

 第14編１－12通水試験工に準ずる。 

 

 


